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不
在
区
分
所
有
者
に 

月
額
２
，
５
０
０
円 

「
特
別
の
影
響
」
に
当
た
ら
ず 

居
室
を
人
に
貸
し
た
り
し
て
自
身
は
マ
ン
シ
ョ
ン
に
住
ま
な
い
、
い
わ
ゆ
る

「
不
在
区
分
所
有
者
」
に
対
し
、
管
理
組
合
が
通
常
の
管
理
費
等
と
は
別
に
「
住

民
活
動
協
力
金
」
の
名
目
で
月
額
二
千
五
百
円
の
支
払
い
を
求
め
た
訴
訟
の
上

告
審
で
最
高
裁
第
三
法
廷
（
堀
籠
幸
男
裁
判
長
）
は
一
月
二
十
六
日
『
月
額
二

千
五
百
円
の
協
力
金
徴
収
を
定
め
た
管
理
規
約
の
変
更
は
有
効
』
と
す
る
判
決

を
言
い
渡
し
た
。
堀
籠
裁
判
長
は
不
在
区
分
所
有
者
だ
け
を
対
象
に
し
た
協
力

金
に
つ
い
て
「
必
要
性
と
合
理
性
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
」
と
判
断

し
た
上
で
『
金
額
も
受
忍
限
度
内
で
区
分
所
有
法
三
十
一
条
の
「
特
別
の
影
響
」

に
は
該
当
し
な
い
』
と
結
論
付
け
た
。 

最高裁 

《
事
件
の
概
要
》 

訴
え
を
起
こ
し
た
の
は
大
阪
市
内
の

管
理
組
合
。
マ
ン
シ
ョ
ン
は
今
年
築
三

十
七
年
で
、
総
戸
数
は
八
百
六
十
八.

四

棟
構
成
の
団
地
型
物
件
。
二
十
年
ほ
ど

前
か
ら
賃
貸
物
件
や
空
き
室
が
増
え
、

平
成
十
六
年
ご
ろ
に
は
全
体
の
二
割
近

く
、
約
百
七
十
戸
以
上
に
達
し
て
い
た
。

一
方
、
自
住
す
る
区
分
所
有
者
の
中
に

は
「
管
理
組
合
の
役
員
に
就
任
せ
ず
運

営
の
負
担
が
偏
っ
て
い
る
」「
管
理
運
営

に
協
力
し
て
い
な
い
」
な
ど
、
不
住
区

分
所
有
者
に
不
満
を
持
つ
人
も
出
て
き

た
た
め
管
理
組
合
は
同
年
、
不
在
区
分

所
有
者
に
一
戸
当
り
月
額
五
千
円
の

「
協
力
金
」
を
負
担
し
て
も
ら
う
よ
う

に
管
理
規
約
を
変
更
し
、
導
入
を
決
め
、

そ
の
後
支
払
い
を
拒
否
す
る
十
一
人
を

提
訴
し
た
。 

最
終
的
に
七
人
五
件
に
対
す
る
訴
訟

で
判
決
言
い
渡
し
を
受
け
た
が
、
一
審

判
決
で
は
管
理
組
合
勝
訴
が
三
件
、
敗

訴
が
二
件
。
高
裁
で
も
判
断
が
分
か
れ

た
。 平

成
十
九
年
十
月
の
大
阪
高
裁
判
決

は
「
協
力
金
」
制
度
の
合
理
性
・
必
要

性
を
認
め
、
月
額
千
円
ま
で
の
範
囲
で

徴
収
を
許
可
し
た
が
、
残
る
二
件
は
協

力
金
徴
収
は
不
在
区
分
所
有
者
の
「
特

別
の
影
響
を
及
ぼ
す
」
と
判
断
し
た
。 

七
人
の
う
ち
二
人
は
一
審
判
決
後
、

和
解
。
管
理
組
合
は
月
額
五
千
円
の
協

力
金
を
二
千
五
百
円
に
減
額
、
名
称
も

「
住
民
活
動
協
力
金
」
に
改
め
理
解
を

得
た
。（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
新
聞
２
０
１

０
年
２
月
５
日
号
よ
り
）

電
波
障
害
施
設
デ
ジ
タ
ル
改
修 

助
成
金
制
度
を
拡
充 

「三
万
五
千
円
」枠
撤
廃 

二
月
一
日
か
ら
申
請
受
付 

総
務
省
は
一
月
八
日
、
電
波
障
害
施
設

の
デ
ジ
タ
ル
化
改
修
等
助
成
金
制
度
を

拡
充
し
、
二
月
一
日
か
ら
申
し
込
み
受

付
を
始
め
る
、
と
発
表
し
た
。
従
来
は

改
修
に
際
し
、
一
世
帯
当
た
り
の
負
担

が
三
万
五
千
円
を
超
え
る
ケ
ー
ス
が
助

成
対
象
だ
っ
た
が
、
拡
充
で
負
担
が
三

万
五
千
円
以
下
の
場
合
も
対
象
に
加

え
、
総
経
費
の
二
分
の
一
を
助
成
す
る
。

施
設
を
新
設
す
る
場
合
も
同
様
で
、
新

設
で
は
総
経
費
の
三
分
の
二
を
助
成
す

る
。 

二
十
一
年
度
に
計
上
さ
れ
た
予
算
の
範

囲
内
で
実
施
す
る
た
め
、
上
限
に
達
し

た
時
点
で
受
け
付
け
を
締
め
切
る
。 

 

総
務
省
は
、
十
二
月
二
十
五
日
に
閣

議
決
定
さ
れ
た
平
成
二
十
二
年
度
予
算

に
も
「
助
成
拡
充
は
盛
り
込
ま
れ
て
い

る
」
と
し
て
お
り
、
次
年
度
も
助
成
対

象
の
拡
充
は
継
続
さ
れ
る
見
通
し
だ
。 

 

問
い
合
わ
せ
は
助
成
金
相
談
窓
口

0
5
7
0
-
09
3
-
7
2
4

へ
。 

受
付
は
平
日
の
午
前
九
時
―
午
後
六

時
。 

 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
… 
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（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
新
聞
２
０
１
０
年

１
月
１
５
日
号
よ
り
） 

「
協
力
金
」制
度
、
有
効
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 ２００９年下半期 

管理費等初期設定調査 全国総合データ 

㎡当たり管理費８円ＵＰ、 
１７７円に急騰 

マンション管理新聞社が実施する、半年

に一度の恒例企画「管理費等初期設定調査」

の調査結果を報告する。 
２００９年下半期（７月～１２月）に全

国で新規に分譲された民間マンションの中

から５８０件、１４，７０２戸を対象に調

査を実施した。不動産経済研究所の発表に

よると２００９年１月から１１月までの供

給累計は首都部が３１，１２９戸、近畿圏

が１８，０１９戸。首都圏は前年同期に比

べ５，９０８戸の減少、近畿圏は同２，７

１２戸の減少だった。（マンション管理新聞

２０１０年１月５日号より） 

積立金は㎡当たり７８円、高値更新 
編集後記 

早速、協力金制度を通知した管理組合

の事例を聞きました。不在区分所有者

から徴収するのも良いのですが、役員

が時給を貰う方法も良いのでは。住ん

でいても、役員をやらない不公平感

は、どうしてもありますから。 

《教
え
て
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
さ
ん
》 

質
問 組

合
員
が
、
湯
沸
か
し
器
が
故
障
し
た
か

ら
と
し
て
そ
れ
を
取
り
外
し
、
壁
柱
に
貫
通

孔
を
開
け
て
ガ
ス
湯
沸
し
バ
ラ
ン
ス
釜
を

取
り
付
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

建
物
の
保
存
に
有
害
な
行
為
で
あ
る
と

考
え
ま
す
が
、
復
旧
工
事
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
か
。 

 

回
答 マ

ン
シ
ョ
ン
の
外
壁
や
躯
体
は
共
用
部

分
で
あ
り
、
い
わ
ば
専
有
部
分
は
共
用
部
分

に
よ
り
包
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
状
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
区
分
所
有
者
は
専
有
部

分
使
用
の
た
め
に
必
要
と
思
わ
れ
る
行
為

で
あ
っ
て
も
、
外
壁
や
躯
体
等
の
共
用
部
分

に
有
害
な
行
為
を
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
（
区
分
所
有
法
第
６
条
）。 

質
問
に
あ
る
よ
う
な
行
為
も
有
害
な
行

為
に
あ
た
り
ま
す
。
換
気
装
置
設
置
の
た
め

に
外
壁
に
開
口
す
る
よ
う
な
行
為
も
同
様

で
す
。
い
ず
れ
も
裁
判
に
よ
り
、
建
物
の
保

存
に
有
害
な
行
為
で
あ
る
と
し
て
復
旧
工

事
を
命
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
（
東
京
高
裁
昭

和
５
３
年
２
月
２
７
日
、
東
京
地
裁
平
成
３

年
３
月
８
日
）
。 


